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1. 研究背景・目的 

2050 年までにカーボンニュートラルを実現するため、

日本政府は『地域脱炭素ロードマップ』１）を策定した。

そこで示された全国で実施する 8 つの重点対策の 1 つが

「コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型

まちづくり」である。 
脱炭素型まちづくりに関連する計画制度２）に「立地適

正化計画」（以下、立適計画） 、「地球温暖化対策地方公

共団体実行計画（区域施策編）」（以下、新実行計画）、「低

炭素まちづくり計画」（以下、エコまち計画）を位置づけ、

脱炭素化に資する都市集約などの立地誘導施策の推進や、

計画・分野間の連携を図ろうとしている（図 1）。 

立適計画は、交通網や交通拠点周辺に都市機能や居住

地域を誘導する区域を設定することでコンパクトな都市

構造を推進する計画である。新実行計画は、地球温暖化

対策計画（2021 年 10 月 22 日閣議決定）に即して、その

区域から排出される温室効果ガスの削減等を推進する総

合的な計画である。エコまち計画は、市街化区域等内に

おける都市の低炭素化に関する施策を網羅的に推進する

計画であり、新実行計画の一部（民生・運輸部門）を担

っている。 
著者はこれまでに、都市機能誘導区域と居住誘導区域

を設定している立適計画 444 計画（2022 年 4 月 1 日時点）

を対象に、脱炭素化に関する記述や、脱炭素化を根拠に
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図 1 脱炭素型まちづくりに関連する計画制度（国土交通省作成資料２）より引用） 
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誘導区域を設定している計画を整理してきた３）。さらに、

エコまち計画を対象に、立適計画が担うべき都市集約な

どの立地誘導施策の記載状況を調べ、立適計画とエコま

ち計画の連携実態を明らかにしてきた４）。しかしながら、

新実行計画における、立地誘導施策や立適計画・エコま

ち計画との連携実態は把握できていない。 
本研究では、立適計画・エコまち計画・新実行計画の

脱炭素化を考慮した立地誘導施策の記載状況と、3 計画

の関係や連携実態を分析することで、脱炭素化を促進す

る立地誘導が推進されているかを明らかにする。 
 
2. 脱炭素化を考慮した立地誘導施策 

本章では、立適計画・エコまち計画・新実行計画の 3
計画すべてを策定している 11 自治体（2022 年 4 月 1 日

時点）を対象に、各計画において脱炭素化を目的とした

都市集約などの立地誘導施策が記載されているかを把握

する。各計画の主目的や、対象範囲が異なることから、

脱炭素化を考慮した立地誘導施策の有無は、基準を計画

別に設けて判断している。 
2-1. 立適計画の記述 
全国 444 計画の立適計画における脱炭素化に関する記

載状況は既往研究３）で整理している。ここでは、対象と

する 11 計画の記載状況を示す。立適計画の目的は都市を

集約することであり、都市の脱炭素化のみを意図するも

のではない。よって、脱炭素化に関する文言を抽出した

上で、その文言が脱炭素化を目的とした誘導施設・区域

を設定するために用いられている場合を、脱炭素化を考

慮した立地誘導施策が記載されていると判断する。 
脱炭素化に関する記述の有無は、脱炭素化に関する記

述で用いられるであろう 7 単語「脱炭素」「低炭素」「二

酸化炭素」「カーボン」「CO2」「環境負荷」「温室効果ガ

ス」を含む文言を抽出し、文言が記載された箇所の計画

文を確認することで判断している。ただし、「脱炭素」や

「カーボン（ニュートラル）」は菅元内閣総理大臣のカー

ボンニュートラル宣言（2020 年 10 月 26 日）以降に浸透

した用語であり、以前は「低炭素」が多く使われていた

ことから、温室効果ガス排出量削減に関する文言はすべ

て、脱炭素化に関する文言であると判断する。続いて、

誘導施設・都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定項目

に記載されている文言のうち、対象施設や区域の範囲を

具体的に示し、脱炭素化を目的として誘導施設・誘導区

域を設定しているかを確認した。 
結果、3 計画が脱炭素化を考慮した立地誘導施策を提

示している（表 1：立適計画の施策欄）。郡山市は、拠点

となる病院・行政施設などの『広域的な都市サービス機

能』５）が拡散して立地すると環境負荷の増大が予想され

表 1 立適計画・エコまち計画・新実行計画の連携の実態 

都道府県 市
当初

策定年
最終
改定年

計画
期間

施
策

削減
効果

位置
づけ

当初
策定年

最終
改定年

計画
期間

削減
効果

位置
づけ

当初
策定年

最終
改定年

計画
期間

施
策

位置
づけ

1 福島県 郡山 2019 2021 ~2030 〇 × エ 2016 － ~2030 × 〇 2021 － ~2030 〇 エ

2 栃木県 宇都宮 2017 2021 ~2037 × 〇 × 2020 － ~2025 〇 〇 2007 2021 ~2025 〇 立

3 千葉県 柏 2018 2022 ~2037 × 〇 エ 2015 － ~2030 〇 実 2008 2019 ~2030 〇 〇

4 東京都 八王子 2020 － ~2029 × × エ 2016 － ~2025 × 実 2009 2020 ~2030 × エ

5 神奈川県 小田原 2019 － ~2040 × × エ 2014 － ~2050 〇 実 2011 2019 ~2022 〇 エ

6 長野県 小諸 2017 2019 ~2035 × 〇 × 2013 2020 ~2036 × 〇 2012 2014 ~2023 〇 ×
7 愛知県 安城 2019 2022 ~2028 × × × 2014 － ~2020 〇 実 2016 2021 ~2030 × ×
8 滋賀県 近江八幡 2022 － ~2040 × × × 2014 － ~2030 〇 実 2012 2022 ~2026 × エ

9 大阪府 吹田 2017 2022 ~2035 × × × 2015 － ~2025 × 実 2011 2021 ~2028 〇 ×
10 山口県 宇部 2019 － ~2035 〇 × エ 2015 － ~2024 〇 〇 2010 2022 ~2031 × ×
11 福岡県 北九州 2016 2020 ~2040 〇 × × 2014 2017 ~2020 × 〇 2006 2021 ~2030 〇 立

［立適計画凡例］

施策 〇：脱炭素化を考慮した立地誘導施策あり ×：脱炭素化を考慮した立地誘導施策なし
削減効果 〇：CO2削減目標あり ×：CO2削減目標なし
位置づけ エ：エコまち計画のみ位置づけあり ×：エコまち計画・新実行計画の位置づけなし

［エコまち計画凡例］

削減効果 〇：都市集約によるCO2削減目標あり ×：都市集約によるCO2削減目標なし
位置づけ 〇：立適計画・新実行計画の位置づけあり 実：新実行計画のみ位置づけあり

［新実行計画凡例］

施策 〇：脱炭素化を考慮した立地誘導施策あり ×：脱炭素化を考慮した立地誘導施策なし
位置づけ 〇：立適計画・エコまち計画の位置づけあり 立：立適計画のみ位置づけあり

エ：エコまち計画のみ位置づけあり ×：立適計画・エコまち計画の位置づけなし

No.
新実行計画立適計画策定自治体 エコまち計画
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ることから、それらの施設を都市機能誘導区域へ誘導し

ていくと記載している。宇部市は、都市機能誘導区域に

ついて『にぎわいエコまち計画（低炭素まちづくり計画）

に位置付けられた、総合的整備計画の区域（中心市街地

活性化基本計画区域と山口大学医学部附属病院）を基本

に区域を設定』６）と記載している。北九州市は、『様々

な低炭素技術や方策を総合的に取り入れて、ゼロ・カー

ボンを目指した先進の住宅街区』７）である城野ゼロ･カ

ーボン先進街区を都市機能誘導区域と居住誘導区域に設

定している。 
また、都市構造の低炭素性を評価し、削減目標値を記

載しているか、つまり、どれだけ脱炭素化を図ろうとし

ているかを確認した。結果、11 計画中 3 計画が CO2削減

目標値を提示している（表 1：立適計画の削減効果欄）。 
立適計画で脱炭素化を目的として誘導施設や区域を設

定している計画や、削減目標を示している計画は少なく、

多くの計画は誘導区域設定時にCO2削減を考慮できてい

ない。また、施策と削減効果の両方を示している計画は

ない。 
2-2 エコまち計画の記述 

エコまち計画 11 計画に脱炭素化を考慮した立地誘導

施策が記載されているかを確認した。エコまち計画の立

地誘導施策は、「都市機能の集約」などの立適計画が担う

部分に関する施策とする。また、エコまち計画は都市の

低炭素化を主目的とした計画であることから、計画に記

載された施策はすべて脱炭素化を考慮した施策とする。

結果、都市拠点の整備や集約、拠点周辺への居住誘導な

どによる都市集約によって脱炭素化を図ることが、11 計

画のすべてに記載されている。 
さらに、立地誘導施策による CO2排出量の削減効果の

記載の有無を確認した（表 2）。11 計画のうち 6 計画は、

都市集約による CO2 排出量の削減効果を記載している

（表 1：エコまち計画の削減効果欄）。これらの計画は、

立地誘導施策を提示するだけでなく施策の削減効果、つ

まり立適計画が担う部分でどれだけCO2の排出を削減す

るかまで示している。 

2-3 新実行計画の記述 

新実行計画 11 計画に脱炭素化を考慮した立地誘導施

策が記載されているかを確認した。新実行計画の立地誘

導施策は、都市構造や土地利用分野における脱炭素化の

促進に関する記述内容とする。結果、7 計画は立適計画

をもとに都市機能を集約することや、エコまち計画をも

とに低炭素型まちづくりを推進することなど、都市構造

や土地利用の集約・適正化によって脱炭素化を図ること

を記載している（表 1：新実行計画の施策欄）。一方、立

地誘導施策によってどの程度CO2を削減するか具体的な

数値を明記している計画はない。 
よって、都市構造や土地利用分野において脱炭素化を

促進することは示されているものの、立地誘導施策によ

る削減量が民生・運輸部門の削減量の何割を占めるのか、

削減量の計算に含まれているのかは不明である。 
 

3. 脱炭素型まちづくりに関連する計画制度の連携 

本章では、立適計画・エコまち計画・新実行計画の連

携実態を把握する。ここでは、各計画の位置付けと、削

減効果の記載状況に着目する。 

3-1 各計画の位置づけ 

3 計画の「計画の位置づけ」項目と、本文中に含まれ

る関連計画に関する文言を確認することで、各計画の位

置づけを整理する。立適計画におけるエコまち計画・新

実行計画の位置づけをみると、11 計画中 5 計画はエコま

ち計画を関連計画に位置づけている（表 1：立適計画の

位置づけ欄）。一方、新実行計画を位置づけている計画は

ない。 
エコまち計画における立適計画・新実行計画の位置づ

けをみると、すべてのエコまち計画が新実行計画を関連

計画に位置づけている（表 1：エコまち計画の位置づけ

欄）。5 計画は両計画を関連計画に位置づけており、郡山

市・宇部市のエコまち計画の策定年・最終改定年は立適

計画の策定年より前であるが、計画内に立適計画を位置

づけている。他 6 計画は新実行計画のみを位置づけてい

る。これは、6 計画が立適計画より先に策定されている

表 2 都市集約による CO2削減量の記載例（小田原市低炭素都市づくり計画８）p.47 より引用） 
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ため、位置づけられなかったと考えられる。 
新実行計画における立適計画・エコまち計画の位置づ

けをみると、両計画を位置づけているのは柏市の 1 計画

のみである（表 1：新実行計画の位置づけ欄）。4 計画は

エコまち計画のみを、2 計画は新実行計画のみを位置づ

けており、4 計画は両計画を位置づけていない。 
以上より、立適計画と新実行計画で連携を図っている

例は非常に少なく、3 計画が相互に位置づけ合っている

例はない（図 2）。一方、郡山市は、立適計画と新実行計

画がエコまち計画を関連計画に位置づけ、エコまち計画

も他の 2 計画を関連計画に位置づけることで、エコまち

計画が 2 計画を繋ぐ構図となっている。立適計画と新実

行計画を直接関連させることが難しければ、環境分野の

計画でありながら都市を対象に扱っているエコまち計画

を介しての連携を図ることも必要と考える。 
3-2 各計画が担う削減効果 

前章で述べた各計画で算出している都市集約による

CO2削減効果を整理し、3 計画で比較する。6 自治体はエ

コまち計画において、全分野を積み上げたときの削減目

標だけでなく、立地誘導施策による削減量を記載してい

る（表 1：エコまち計画の削減効果欄）。 
3 自治体（宇都宮市・柏市・小諸市）は立適計画に削

減目標値を記載しており、そのうち宇都宮市と柏市は立

適計画・エコまち計画の両方に削減効果を記載している。

宇都宮市は新実行計画を引用してCO2総排出量の削減目

標を、柏市は自動車から公共交通への転換による CO2削

減目標値を立適計画に記載しているが、エコまち計画の

ように都市集約で削減するCO2排出量の目標値は記載し

ていない。小諸市はエコまち計画に立地誘導施策による

削減効果を記載していないが、立適計画には計画の目標

（施設の集約や公共交通の充実、緑地育成により、歩い

て暮らせるまちづくり）が達成できたときに期待される

CO2削減効果を記載している。 
すべての新実行計画は、部門別（産業・業務・家庭・

運輸など）の CO2削減目標を記載しているが、立地誘導

施策によってどれだけ削減しようとしているかは記載し

ていない。 
以上より、都市集約による削減効果を明記している計

画はエコまち計画のみである。立地誘導施策によって削

減できるCO2排出量を既にエコまち計画で算出している

にもかかわらず、その値や算出方法を用いた具体的な削

減目標を、立適計画や新実行計画で提示・活用できてい

ないことが明らかになった。 
 

4. まとめ 
脱炭素型まちづくりに関連する計画制度では、都市集

約により CO2削減を図ろうとしている。それがどのよう

に実施策で行われているかを把握すべく、関連 3 計画を

すべて策定している 11 自治体を対象に、各計画における

立地誘導施策や削減目標の記載状況と連携実態を分析し

た。すべてのエコまち計画が、脱炭素化を促進する施策

として都市集約を挙げていたが、立適計画や新実行計画

では、すべての計画が脱炭素化を目的とする立地誘導施

策を記載するまでに至っていない。 
脱炭素化に資する都市集約を図るためには、エコまち

計画のように立地誘導施策による削減効果を提示するこ

とが立適計画や新実行計画でも必要であると考える。ま

た、国は 3 計画それぞれを関連計画に位置づけることを

推奨しているが、立適計画と新実行計画では計画の目的

や対象区域、分野の幅広さが大きく異なることから、実

際は位置づけができていないことが明らかになった。ど

のように相互の計画を関連づけるのか、具体的な手法の

提示が必要である。 
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図 2 対象 11自治体における計画の位置づけの状況 
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